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予約制のりあい交通運行実験の詳細検討

（１） 実験内容の詳細

次ページ以降のような内容（増穂線沿線住⺠配布⽤案内ちらし案）で、予約制のりあい交通運⾏

実験を⾏う。

（２） 周知方法について

本実験では、増穂線沿線住⺠以外で増穂線のバス停を利⽤する⽅も、予約制のりあい交通を利⽤

できることとした。よって、増穂線沿線住⺠以外の町⺠や町外の⼈に対しても周知を⾏う。

①増穂線沿線住⺠（領家住宅バス停以北）

・実験開始の 1 ヶ⽉程度前に、回覧板での周知、東増穂地区と⻄増穂地区それぞれ運⾏実験説明

会を開催する。

②町⺠・観光客

・実験開始の 1ヶ⽉程度前に、広報しかと町のWebサイトでの周知を⾏う。

（３） 実験概要（再掲）

時期 ・平成 30年 10⽉〜平成 31年 9⽉末⽇

実験の⽬的 ・利⽤者にとって利⽤しやすいダイヤになっているかの把握

・運⾏経費の削減効果の把握

・運⾏⽅法の課題の把握

評価⽅法 ・利⽤状況調査（利⽤者数、発地と⽬的地など）

・利⽤者ヒアリングなど

・運⾏事業者ヒアリング

評価時期 ・平成 30年 12⽉頃に中間評価

・平成 31年 3⽉頃（第 6回協議会）において中間協議

コミュニティバスの運⾏

に戻す判断基準

○予約制のりあい交通がうまく機能しなかった場合

・利⽤者数が⼤きく減少し、住⺠の外出に⽀障をきたしていると

考えられる場合

○住⺠の公共交通利⽤に対する意識が⾼まり利⽤者が増加した場合

・地域住⺠と⾏政で利⽤の⽬標値を決め、それ以上であった場合

・利⽤者が増加し、運⾏経費が H28 年度のコミュニティバスの

運⾏経費と変わらなくなった場合

資料５
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図 増穂線沿線住民配布用案内ちらし案 表面
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図 増穂線沿線住民配布用案内ちらし案 裏面


